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世界農業遺産「琵琶湖システム」地域活動支援事業補助金交付要綱 

 

（趣 旨） 

第１条 知事は、世界農業遺産「琵琶湖システム」を活用した取組を推進するた

め、事業者等が行う取組に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付す

るものとし、その交付に関しては、滋賀県補助金等交付規則（昭和 48年滋賀県

規則第９号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この要綱に定める

ところによるものとする。 

 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象者は、別表１に掲げるものとする。 

 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業は、別表２に定めるところによる。なお、

事業の主要な部分を他に委託する事業でないこと。ただし、高度な専門性が必

要などの合理的な理由がある場合はこの限りでない。 

 

（補助率および補助金額） 

第４条 補助率および補助金額は別表２に定めるところによる。ただし、算出さ

れた額に 1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費は、別表３に定めるところによる。 

 

（交付申請書の添付書類等） 

第６条 規則第３条に規定する交付申請書（別記様式第１号）の提出期限は、知

事が別に定めるものとし、添付書類は同様式で定める書類とする。 

 

（交付の決定） 

第７条 知事は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、

適当と認めたときは補助金の交付の決定をし、当該補助事業者に通知するも

のとする。 

 

（交付条件） 

第８条 規則第５条に規定する条件は、次に掲げるとおりとする。 

（１）補助金の使途は、補助金交付申請書に添付した事業実施計画書および収支

予算書のとおりとする。 
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（２）事業の内容または事業に要する経費の配分を変更する場合は、あらかじめ

知事の承認を受けなければならない。ただし、補助目的の達成に支障をきた

さない計画の細部の変更であって、補助金の額の増額を伴わない軽微な変更

については、この限りでない。 

（３）事業を中止し、または廃止する場合は、あらかじめ知事の承認を受けなけ

ればならない。 

（４）事業にかかる収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および

支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿および証拠書類を事業の完

了の日の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

（５）補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けてはなら

ない。 

 

（事業変更の承認） 

第９条 規則第６条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者（以下「補助

事業者」という。）は、規則第３条の規定により提出した書類の記載事項につい

て別表２に定める重要な変更をし、または補助事業を中止し、もしくは廃止し

ようとするときは、事業変更承認申請書(別記様式第４号)を提出し、知事の承

認を受けなければならない。 

 

（申請の取下げ） 

第 10 条 規則第７条第１項に定める申請の取下げをする期日は、補助金の交付

決定の通知を受けた日から起算して７日を経過した日までとする。ただし、知

事が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることがある。 

 

（状況報告） 

第 11 条 規則第 10 条の規定による報告は、知事が必要に応じて、事業遂行状況

報告書（別記様式第５号）により求めることができるものとする。 

 

（実績報告書の添付書類等） 

第 12 条 規則第 12 条の規定による補助事業実績報告書（別記様式第６号)の添

付書類は、同様式で定める書類とする。 

２ 実績報告書の提出期日は、補助事業の完了の日から起算して１箇月を経過

した日または補助金の交付の決定のあった年度の３月末日のいずれか早い日

とする。 

 

（額の確定） 

第 13 条 知事は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告書等の審査

および必要に応じて行う現地調査等により、その報告にかかる補助事業の成
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果が補助金の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうか

を審査し、適当と認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者

に通知するものとする。 

 

（概算払） 

第 14条 補助事業者は、規則第 15 条に規定する概算払を請求する場合は、概算

払請求書（別記様式第７号）を知事に提出しなければならない。 

 

（「琵琶湖システム」ロゴマークの表示） 

第 15条 補助事業者は、補助対象事業の成果物（商品やサービス）に対し、原則

として「琵琶湖システム」ロゴマークの表示を行わなければならない。ロゴマ

ークの利用申請については、別途「琵琶湖システムロゴマーク利用規程」に従

うものとする。 

 

（書類の提出） 

第 16 条 この要綱に定める書類は、正本一部を滋賀県農政水産部農政課に提出

するものとする。 

 

（標準処理期間） 

第 17 条 規則第４条の規定による補助金等の交付の決定は、規則第３条の規定

による申請があった日から起算して 30日以内に行うものとする。 

２ 第９条の規定による変更の承認は、変更承認申請書を受理した日から起算し

て 30日以内に行うものとする。 

３ 規則第 13 条の規定による額の確定は、規則第 12 条の規定による実績報告を

受理した日から起算して 30日以内に行うものとする。 

 

（グリーン購入） 

第 18 条 補助事業者は、事業の実施に当たり物品等を調達する場合、「滋賀県グ

リーン購入基本方針（平成 14 年４月１日策定）」に沿って、環境物品等の調達

に努めるものとする。 

 

（電子情報処理組織による申請等） 

第 19 条 補助事業者は、第６条の規定に基づく実施計画の申請、および交付の

申請、第９条の規定に基づく計画変更の承認、第 11条の規定に基づく状況の報

告、第 12 条の規定に基づく実績の報告、第 14 条の規定に基づく概算払の請求

については、滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例（平成

16 年滋賀県条例 30 号）第３条第１項に規定する電子情報処理組織を使用して

行うことができる。 
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（その他） 

第 20 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。 

 

付 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行し、令和７年度分の補助金に適用する。 

 

付 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度分の補助金に適用する。 
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別表１（第２条関係） 

補助対象者 

補助対象者は、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号。以下「法」という。）第２条に規定する中小企業者および小規模企

業者で、次の要件を満たす者とする。 

(１)滋賀県内に事務所または事業所を有していること。 

 

 

別表２ 

補助対象期間 補助対象事業 補助率 上限額 重要な変更 

交付決定日から 

３月 31日まで 

次の各号のすべてに該当する事業とする。 

 

（１）琵琶湖システムに関連した資源（自然、食材、 

材料、歴史、観光地、文化等）を活用し、 

成果物に琵琶湖システムのロゴマークを表示する 

もの。 

（２）原則として国または県から他の補助金等を受けな 

い事業であること。 

（３）次のいずれか、または両方に当てはまる事業で 

あること。 

ア 商品・サービスの開発 

イ 開発した商品・サービスの認知拡大・販路拡大 

２分の 

１以内 
300千円 

（１） 事業項目の新設または廃止 

（２） 事業費の 30％を超える増減 

（３） 事業費の 30％を超える各項目間の流用 

５ 
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別表３ 

 

「補助対象経費」詳細 

 

項目 補助対象経費の内訳 

原材料費 資材等の購入に要する費用 

報償費 外部講師（専門家）に対する謝礼金等 

旅費 外部講師（専門家）に対する旅費、事業の遂行に必要

な情報収集や各種調査を行うための旅費等 

委託料 調査委託料等 

役務費 広告料、手数料、保険料、通信運搬費等 

需用費 取組に必要な消耗品、印刷製本費、資料購入費等 

使用料および賃借料 取組に必要な備品・機器リース等に要する費用等 

 

備考 

※ 消耗品の単価は５万円以下を原則とする。 

※ 毎年度必要になると思われる恒常的な経費（組織の人件費や施設の維持管

理費）は対象外とする。 

※ 補助対象経費は、消費税および地方消費税を除いた額とする。 


